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入 会 金 及 び 会 費 規 則                             

 

 この法人は、定款第８条の規定に基づき、会員の入会金及び会費規則を次のとおり定め

る。 

 

（入会金） 

第１条 入会金は、次のとおりとする。 

 （１）資本金、出資金又は基金１億円以上の不動産鑑定業者 …… ３００，０００円 

 （２）１０人以上の不動産鑑定士を有する不動産鑑定業者 ……… ３００，０００円 

 （３）資本金、出資金又は基金５千万円以上の不動産鑑定業者 … ３００，０００円 

 （４）５人以上の不動産鑑定士を有する不動産鑑定業者 ………… ３００，０００円 

 （５）前４号以外の不動産鑑定業者及び従たる事務所 ……………… ８０，０００円 

 （６）不動産鑑定士 ……………………………………………………… ４０，０００円 

 （７）不動産鑑定士補 …………………………………………………… ２５，０００円 

 （８）特別会員 …………………………………………………………… ４０，０００円 

２ 不動産鑑定業者に所属する不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が業務上交代入会する場 

 合、不動産鑑定士は１０，０００円、不動産鑑定士補は５，０００円とする。 

３ 団体の賛助会員の入会金は、第１項第１号、第３号及び第５号を適用する。個人の賛

助会員の入会金は、第 1項第 7号を適用する。 

４ 正会員である不動産鑑定業者が設置する２番目以降の事務所が都内に存する場合、１

つの事務所につき８０,０００円を加算する。 

（会 費） 

第２条 会費は、年額次のとおりとする。 

 （１）資本金、出資金又は基金１億円以上の不動産鑑定業者 …… ４３７，０００円 

 （２）１０人以上の不動産鑑定士を有する不動産鑑定業者 ……… ４３７，０００円 

 （３）資本金、出資金又は基金５千万円以上の不動産鑑定業者 … ４２０，０００円 

 （４）５人以上の不動産鑑定士を有する不動産鑑定業者 ……………１３９，０００円 

 （５）前４号以外の不動産鑑定業者及び従たる事務所 ……………… ９４，０００円 

 （６）不動産鑑定士 ……………………………………………………… ３０，０００円 

 （７）不動産鑑定士補 …………………………………………………… １０，０００円 

 （８）特別会員 …………………………………………………………… ３０，０００円 

２ 団体の賛助会員の会費は、第１項第１号、第３号及び第５号を適用する。個人の賛助

会員の会費は、第 1項第 7号を適用する。 

３ 正会員及び特別会員である不動産鑑定業者の代表者は、第１項第６号乃至第８号の会

費は徴収しない。 

４ 正会員である不動産鑑定業者が設置する２番目以降の事務所が都内に存する場合、１

つの事務所につき６４，０００円を加算する。 
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（補 則） 

第３条 会費の徴収等については、理事会の定めるところによる。 

附    則 

１ この規則は、この法人が社団法人設立の許可を受けた日（平成７年１０月１日）から 

 適用する。 

２ 社団法人設立の許可を受けた日の前日において、日本不動産鑑定協会東京会に入会し 

 ていた者は、入会金を免除する。 

                 附    則（第３回定時総会一部改正） 

 この改正は、平成９年度の後期分（平成９年１０月１日から平成１０年３月３１日ま

で）の会費から適用する。 

                 附    則（第５回定時総会一部改正） 

 入会金及び会費の区分に当たっては、資本金、出資金に準じるものとして基金を追加し、 

また、当該不動産鑑定業者の事務所が支店・支所であっても、この法人に最初に入会した

事務所を主たる事務所とし、以降入会する事務所を従たる事務所とすることとする。 

 この改正は、平成１０年度の前期分（平成１０年４月１日から平成１０年９月３０日ま 

で）の会費から適用する。 

附    則（第１７回定時総会一部改正） 

 この改正は、平成１５年度の前期分（平成１５年４月１日から平成１５年９月３０日ま 

で）の会費から適用する。 

              附    則（第３１回定時総会一部改正） 

この改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 

項 に定める公益法人の設立の登記の日から適用する。 

 

附    則（第３３回総会一部改正） 

 この改正は、平成２５年度の前期分（平成２５年４月１日から平成２５年９月３０日ま 

で）の会費から適用する。 

 

附    則（第３７回総会一部改正） 

 この改正は、平成２８年度の後期分（平成２８年１０月１日から平成２９年３月３１日 

まで）の会費から適用する。 

 


